
　
９
月
よ
り
公
共
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ
ム

（
み
っ
き
ぃ
ネ
ッ
ト
）に
オ
ン
ラ
イ
ン
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
決
済
機
能
が
追
加
さ
れ
ま
す
。

　

使
用
で
き
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
の
種

類
な
ど
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
（市）
デ
ジ
タ
ル
推
進
課

　
地
震
や
台
風
な
ど
の
災
害
に
対
す
る
認
識

を
深
め
、心
構
え
を
育
成
す
る
目
的
で
、９
月

１
日
を「
防
災
の
日
」と
定
め
、こ
の
日
を
含

む
1
週
間
は「
防
災
週
間
」（
8
月
30
日
㈬
〜

9
月
5
日
㈫
）で
す
。
防
災
週
間
に
は
、学
校

や
職
場
、地
域
な
ど
で
災
害
に
備
え
た
訓
練

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
家
庭
で
は
、防
災
に
つ
い
て
話
し
合
い
、わ

が
家
の
安
全
対
策
や
、避
難
方
法
、緊
急
連

絡
手
段
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
で
は
、市
民
が
防
災
知
識
を
身
に
つ
け
、

災
害
時
に
効
果
的
な
活
動
が
行
え
る
よ
う
、

消
火
器
取
扱
い
訓
練
や
心
肺
蘇
生
法
の
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く

だ
さ
い
。

問   

（市）
消
防
署
警
防
課

☎
８
９
‐
０
１
７
２

　

９
月
９
日
は
、「
救
急
の
日
」で
、こ
の
日

を
含
む
１
週
間
は「
救
急
医
療
週
間
」（
９

月
３
日
㈰
〜
９
月
９
日
㈯
）で
す
。

　

救
急
医
療
お
よ
び
救
急
業
務
に
対
す
る

市
民
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
る
と

と
も
に
、救
急
医
療
関
係
者
の
意
識
の
高

揚
を
図
り
ま
す
。

▼
救
急
車
の
適
正
利
用
に
つ
い
て

　

令
和
４
年
中
の
救
急
出
動
件
数
は
４
，

４
６
０
件
で
、過
去
最
高
を
更
新
し
、市
民

約
17
人
に
１
人
が
救
急
車
を
利
用
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

１
１
９
番
通
報
が
あ
れ
ば
、現
場
か
ら

近
い
消
防
署
か
ら
救
急
車
が
出
動
し
ま
す

が
、出
動
が
重
な
る
と
現
場
か
ら
離
れ
た

消
防
署
か
ら
救
急
車
で
向
か
う
こ
と
に
な

り
、救
え
る
は
ず
の
尊
い
命
が
救
え
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
緊
急
性
が
な
く
自
分
で
病
院
に
行
け
る

場
合
は
、救
急
車
以

外
の
交
通
機
関
な
ど

の
利
用
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

胸
が
激
し
く
痛

む
、突
然
の
激
し
い

頭
痛
、意
識
状
態
が
悪
い
な
ど
の
場
合
は
、

迷
わ
ず
1
1
9
番
通
報
を
し
て
く
だ
さ

い
。

●
救
急
車
を
呼
ぶ
か
判
断
に
迷
っ
た
と
き

は
？

▼
三
木
市
健
康
医
療
相
談
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
１
２
０
‐
６
８
２
‐
０
８
６

24
時
間
年
中
無
休
で
医
師
や
看
護
師

な
ど
に
、健
康
や
医
療
に
関
す
る
相
談

が
で
き
ま
す
。

▼
全
国
版
救
急
受
診
ア
プ
リ「
Q
助
」

　
症
状
に
よ
っ
て
緊
急
度
の
判
定
を
支

援
し
、利
用
で
き
る
医
療
機
関
や
受
診

手
段
の
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

▼
 （市）
消
防
本
部

☎
8
2
‐
0
1
1
9

救
急
病
院
の
紹
介
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

問
 （市）
消
防
署
救
急
救
助
課

☎
8
9
‐
0
1
7
3

▼
日
時　
９
月
30
日
㈯
午
後
1
時
30
分
〜

　
（
開
場
午
後
1
時
〜
）

▼
場
所  

小
野
市
う
る
お
い
交
流
館
エ
ク
ラ　

エ
ク
ラ
ホ
ー
ル（
小
野
市
中
島
町
72
）

▼
内
容

・記
念
講
演
北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

10
年
の
歩
み
と
今
後
の
展
望（
病
院
長・

西
村
善
博
）

・一
般
講
演
Ⅰ
が
ん
診
療
拠
点
病
院
と
し

て（
が
ん
総
合
診
療
セ
ン
タ
ー
長
兼
外

科
部
長・中
村
哲
）

・一
般
講
演
Ⅱ
が
ん
治
療
を
サ
ポ
ー
ト
す

る
循
環
器
内
科
の
役
割
に
つ
い
て（
循
環

器
セ
ン
タ
ー
長
兼
循
環
器
内
科
部
長
・

山
田
愼
一
郎
）

・一
般
講
演
Ⅲ
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

の
連
携
・
支
援（
が
ん
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長・
西
海
智
美
、看
護

キ
ャ
リ
ア
開
発
支
援
室
が
ん
看
護
専
門

看
護
師・山
田
洋
）

・パ
ネ
ル
展
示（
北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン

タ
ー
の
開
院
10
周
年
と
、『
国
指
定
地
域

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
』へ
の
指
定

を
記
念
し
た
内
容
を
展
示
）

問 

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

　

 

☎
8
8
‐
8
8
0
0

☎
8
8
‐
8
8
0
0（
番
号
の
間
違
い
に

（
番
号
の
間
違
い
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

注
意
し
て
く
だ
さ
い
）

公
共
施
設
案
内
予
約
シ
ス
テ
ム
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
機
能
を
追
加

９
月
１
日
は
防
災
の
日

9
月
9
日
は
救
急
の
日

開
院
10
周
年
と
地
域
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
へ
の
指
定
を
記
念
し

北
播
磨
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
記
念
講
演
会
を
開
催

公共
施設 消防

救急

医療

　

相
談
員
が
経
済
的
な
不
安
で
悩
ん
で
い

る
方
に
寄
り
添
い
な
が
ら
解
決
に
向
け
て

サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩

ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
方
法

　

窓
口
や
電
話
で
相
談
す
る
ほ
か
、来

庁
で
き
な
い
場
合
は
相
談
員
が
訪
問
し

ま
す
。

▼
対
象
者

　

市
内
在
住
で
、経
済
的
に
困
っ
て
い

る
方（
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方
を

除
く
）

▼
事
業
の
概
要

・就
労
支
援
事
業

  　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
と
連
携
し
た
就

労
支
援
の
ほ
か
、各
個
人
の
適
性
や
希

望
に
あ
っ
た
仕
事
探
し
を
支
援
し
ま

す
。

・就
労
準
備
支
援
事
業

  　
「
離
職
し
て
か
ら
時
間
が
経
過
し
て

い
る
」「
ひ
き
こ
も
り
状
態
に
あ
る
」「
仕

事
を
す
る
自
信
が
な
い
」な
ど
の
理
由

に
よ
り
就
労
す
る
こ
と
が
困
難
な
方
に

対
し
て
、個
々
の
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、

就
労
体
験
を
通
し
就
労
に
向
け
、支
援

し
ま
す
。

・住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

  　

離
職
や
減
収
な
ど
に
よ
り
住
居
を

失
っ
た
方
や
失
う
お
そ
れ
の
あ
る
方

に
、就
労
に
向
け
た
活
動
を
す
る
こ
と

を
条
件
に
、一
定
期
間
に
お
い
て
家
賃

相
当
額（
上
限
あ
り
）を
支
給
し
ま
す

（
支
給
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

・一
時
生
活
支
援
事
業

  　
住
居
の
な
い
方
で
収
入
が
一
定
水
準

以
下
の
方
に
、一
定
期
間
に
お
い
て
宿

泊
場
所
や
衣
食
の
供
与
な
ど
を
行
い

ま
す
。

・家
計
改
善
支
援

  　

家
計
に
課
題
を
抱
え
る
方
に
、家
計

表
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
表
を
活
用

し
、家
計
の
見
え
る
化
を
図
り
、必
要

に
応
じ
て
、債
務
相
談
や
貸
付
窓
口
の

紹
介
な
ど
を
行
い
、自
ら
家
計
を
管
理

で
き
る
よ
う
に
支
援
し
ま
す
。

問・申
請
（市）
福
祉
課
生
活
支
援
係

経
済
的
な
困
り
ご
と
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か
？

支援

健　
　
康

相　
　
談

子
育
て

募　

集

教
室・講
座

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

施　
　
設

教
室・講
座

催　
　
し

みっきぃナビみっきぃナビ
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市
内
を
拠
点
に
ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト

事
業
を
運
営
す
る
団
体
に
対
し
て
必
要
経

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

▼
対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
市
が
定
め
る

す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
団
体
）

・ひ
き
こ
も
り
当
事
者
お
よ
び
そ
の
家

族
が
集
ま
る
場
の
提
供
や
引
き
こ
も

り
に
つ
い
て
の
相
談
な
ど
を
実
施
す

る・年
間
を
通
じ
て
計
画
的

に
運
営
し
、月
1
回
以

上
実
施
す
る　
な
ど

▼
補
助
額

・月
1
回
開
催　
上
限
6
，
2
5
0
円
/
月

・月
2
回
以
上
開
催　
上
限
1
2
，
5
0
0

円
/
月

▼
対
象
期
間

　
申
請
受
付
月
の
1
日
〜
令
和
6
年
3

月
31
日
㈰

▼
申
請
期
限　
令
和
６
年
２
月
29
日
㈭

問・申
請  

（市）
福
祉
課

生
活
支
援
係

ひ
き
こ
も
り
サ
ポ
ー
ト
事
業
補
助
金
の
申
請
団
体

を
追
加
募
集

補助金

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

▲ ホームページ
はこちら

▲ こちらの申込
フォームから申し
込んでください。


